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１  大和市クリーンキャンペーン  

市では、ごみの散乱のない清潔できれいなまち並みを維持するために、市民、各種団体、

事業者及び市職員が協力して、年間を通して様々なクリーンキャンペーン活動を展開してい

ます。これらの活動によって、公共の場所が清潔に保たれている社会が、快適に生活する上

での基盤になるという認識を深め、美化意識の高揚・定着を図ります。 

 

（１）清掃の日  

大和市自治会連絡協議会との共催による「ごみの散乱のない、清潔できれいなまちづ

くり」を推進するため、「清掃の日」を設けて、公共の場所の一斉清掃日として地域美化の

推進を図っています。 

昭和５３年秋から自治会を中心に、毎年５月３０日の日曜日又はその直近の日曜日に、

市内全域での一斉清掃を行っています。 

① 令和６年度事業実施状況  

ⅰ対象地域：市内全域の道路・公園等の公共の場所  

ⅱ参加人員：約４５，０００人  

ⅲ参加団体：市内全自治会、市内の官公庁及び各事業所、市内のボランティア団体等  

② ごみ収集量  

 単位  ：  ｔ  

年  度  

収       集       量  

燃やせるごみ 燃やせないごみ 計  

令和２年度  ０  ０  ０  

令和３年度  ０  ０  ０  

令和４年度  ０  ０  ０  

令和５年度  ４７．５１  １．１６  ４８．６７  

令和６年度  ４４．４５  ０．９７  ４５．４２  

       

（２）例月まち並み清掃  

平成１６年度から、きれいなまち並みを維持するため、日頃から行っている家の前の清

掃を、「例月まち並み清掃」として実施しています。個人から地域へと連携し通学路などの

清掃活動につなげ、地域美化活動の推進とともに、近隣との挨拶・声かけ・情報交換など

地域の交流が深まることを目指しています。 
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① 令和６年度事業実施状況  

ⅰ実 施 日：原則、毎月の最終日曜日  

ⅱ対象地域：市内全域の道路、公園等の公共の場所  

ⅲ参 加 者：市民、自治会、市内事業所、市内ボランティア団体等  

② ごみ収集量  

年  度  
収       集       量  

収集数（袋の数）  重  量（ｔ）  団体数（延べ活動団体）  

令和２年度  ５，８８４  ２５．６７  ３２１  

令和３年度  ５，３５４  ２１．９１  ３３６  

令和４年度  ４，７１９  １９．８１  ３２１  

令和５年度  ３，５３０  １４．１９  ４４７  

令和６年度  ４，５４５  １４．８２  ８４６  

※ 収集数は、生活環境保全課で収集した袋の数を集計しています。 

 

（３）美化推進月間  

環境啓発活動の一環として開催している「環境フェア」にあわせて、毎年１１月を「美

化推進月間」と位置付け、市民、事業者、各種団体及び市が協働して各種の清掃活動

を実施しています。 

令和６年度の「美化推進月間」は、次の４つの清掃活動を実施しました。 

① 令和６年度事業実施状況  

ⅰ実 施 月：令和６年１１月  

ⅱ実施内容：  

ア．駅前クリーン活動  

スポＧＯＭＩやまとカップ２０２４を大和駅、中央林間駅周辺で実施しました。 

イ．例月まち並み清掃  

家庭、自治会などが、身近な公共の場所を地域ぐるみで清掃しました。 

ウ．事業所周辺クリーン活動  

市内各事業所が、月間の中で事業所周辺の道路等を清掃しました。 

エ．緑と水辺のクリーン活動  

環境活動団体が、月間の中で河川や緑地を清掃しました。 

ⅲ参 加 者：市民、自治会、市内事業所、市内環境活動団体等  
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② 参加者とごみ等収集量  

年    度  参加者（人）  
除却した看板等

（枚）  
ごみ収集量（ｔ）  

令和２年度  １，２２５  ０  ４．８１  

令和３年度  １，５４３  ０  ４．２７  

令和４年度  １，５３６  ０  ５．６１  

令和５年度  １，６９１  ０  ５．８３  

令和６年度  １，８５４  ０  ４．５３  

 

（４）環境サポーター 

環境サポーター活動は、参加者が外出することで自身の健康（人の健康）に寄与する

とともに、環境を守ること（まちの健康）やボランティアの活発化（社会の健康）につなげる

ことを目的として、日常的に行っている散歩やウォーキング、ジョギング、またペットの散歩

などの中で気軽に個人が参加しパトロールをしていただく活動です。 

① 事業開始日  平成３０年４月１５日  

② 登録者数    １７７名（令和７年３月３１日現在）  
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２ 大和市環境美化ポスターコンクール  

美化・資源化意識の啓発及び環境教育の一環として、平成元年度から小学校４・５・６年

生を対象に、環境美化ポスターの募集を行い、最優秀作品をポスター化し、市内公共施設

等に掲示しています。 

平成２２年度からは、小学校１年生から６年生に対象を広げ、１年生から３年生までを

「低学年部門」、４年生から６年生までを「高学年部門」に分けて優秀作品を選定しています。 

令和６年度は、「路上喫煙禁止」、「不法投棄・ポイ捨て禁止」の２つのテーマで募集を行

い、「低学年部門」「高学年部門」の両部門で、最優秀賞２点、優秀賞４点、計１２点の作品

が入賞作品となりました。 

 
 

令和６年度  

応募状況  

 

参加学校数  １８  

 

応募作品数   ７１２  

 

入賞作品数  １２  

環境美化ポスターの 

展示  

市役所、大和市環境フェア、やまと公園において、入賞作品の展示

を行いました。 

 

 

３ 大和市環境フェア 

市民、環境団体及び行政の環境に関する取組みを紹介する環境フェアを開催し、また、

同時期に市内小学生から募集した環境に関するポスターの展示や優秀作品の表彰を行う

ことにより、環境意識の啓発を行いました。 

令和６年度の環境フェアは、１１月９日（土）及び１０日（日）に大和商工会議所、やまと公

園及び中央１号公園で開催された「やまと産業フェア２０２４」に参加しました。 

催  し 物  概     要  内         容  

環境コーナー 
環境団体等による 

取組の紹介  

・各種環境団体の活動を紹介しました。 

２日間で 環境団体  ２団体  

 市の機関  ３課  

 国の機関  １機関  

※ やまと産業フェアへの参加は、平成２２年度から引き続き１３回目となります。 

（R２、３年度は中止）  
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４ ポイ捨て等の防止  

市民等、事業者及び市の相互協力のもとでポイ捨てや犬のふんの放置を防止することに

より、ごみの散乱のない清潔できれいなまちづくりを推進し、市民の快適な生活環境を保持

することを目的として、平成２２年１０月１日から「大和市ポイ捨て等の防止に関する条例」

を、施行しています。また、大和市によりふさわしく、効果的な対策となるよう平成２４年７月

１日に一部改正を行い、違反者に対する罰則適用などの規定を設けました。 

平成３０年１０月からは、市道等の公共の場所に放置された犬のふんの周囲を黄色いチ

ョークで囲うことにより、飼い主への警告とふんの回収を促し、飼育マナーの向上を目的とし

た「イエローチョーク作戦」を開始しました。 

①一部改正条例の施行日  平成２４年７月１日  

                   ※罰則規定については平成２５年１月１日から 

②啓発内容    ア．ポイ捨て防止啓発用横断幕の設置  

イ．ポイ捨て禁止、犬のふんの放置の防止看板の作成及び配布  

ウ．パトロール活動の実施 
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５  公衆衛生  

（１）公衆便所  

公衆便所は２ヶ所あり、民間団体と協定を結び、当該団体の便所を公衆便所としてい

ます。 

 

 

 

（２）公共のトイレ協力店  

令和４年２月、高齢な方の外出促進を目的に公共のトイレ協力店登録事業を開始し、

令和７年３月３１日現在の公共のトイレ協力店は１３店舗です。 

なお、公共のトイレ協力店へは、年間２００ロールのトイレットペーパーを５月と１１月の２

回に分けて配付しました。 

区分  名      称  場   所  概       要  清掃状況  

協定  
小田急マルシェ大和  

公衆用トイレ 

中央  

１－１－２６  

 

面積  ４２．６㎡ 

（商業施設内）  

男性用  

    小便器３基  

    洋式２基  

女性用  

    洋式３基  

多目的用  

    洋式１基  

１日３回  

協定  
南店街共栄会  

共同便所  

大和南  

１－４－２  

面積  ４．３４㎡ 

（大和駅前南店街内）  

男女共用    

    小便器２基  

    和式２基  

１日１回  


